




（仮称）吹田市西御旅町Ⅱ新築計画 

見解書1 

[意見書 1に対する見解] 

「南側道路の利用・車両の出入り口としての計画への反対」 

南側道路の利用に関する皆様の声を真摯に受け止め、当初の東側道路と南側道路の両

方からの車両の出入りをする計画を、東側道路のみからの車両の出入りをする計画へ

と変更させていただきます。（図面参照） 

貴重な御意見誠にありがとうございます。 



変更前 東側道路と南側道路の両方からの車両の出入りをする計画
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参照図面



東側道路のみからの車両の出入りをする計画変更後
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参照図面
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（仮称）吹田市西御旅町Ⅱ新築計画 

見解書2 

[意見書 2に対する見解] 

「南側道路の利用・車両の出入り口としての計画への反対」 

南側道路の利用に関する皆様の声を真摯に受け止め、当初の東側道路と南側道路の両

方からの車両の出入りをする計画を、東側道路のみからの車両の出入りをする計画へ

と変更させていただきます。（図面参照） 

貴重な御意見誠にありがとうございます。 



変更前 東側道路と南側道路の両方からの車両の出入りをする計画
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参照図面



東側道路のみからの車両の出入りをする計画変更後
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参照図面
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（仮称）吹田市西御旅町Ⅱ新築計画 

見解書3 

[意見書 3に対する見解] 

「南側道路の物干し台等の撤去に関して」 

南側道路の利用に関する皆様の声を真摯に受け止め、当初の東側道路と南側道路の両

方からの車両の出入りをする計画を、東側道路のみからの車両の出入りをする計画へ

と変更させていただきます。（図面参照） 

貴重な御意見誠にありがとうございます。 



変更前 東側道路と南側道路の両方からの車両の出入りをする計画
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参照図面



東側道路のみからの車両の出入りをする計画変更後
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参照図面
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（仮称）吹田市西御旅町Ⅱ新築計画 

見解書 4 

[意見書 4に対する見解] 

「南側道路の利用・車両の出入り口としての計画への反対」 

南側道路の利用に関する皆様の声を真摯に受け止め、当初の東側道路と南側道路の両

方からの車両の出入りをする計画を、東側道路のみからの車両の出入りをする計画へ

と変更させていただきます。（図面参照） 

 

「工事中の対応」 

工事における振動等による隣接土地･家屋への影響に対しましては、工事用機械等の使

用にあたっては、公害防止条例等で定められた規則･基準を遵守するともに、騒音･振

動・粉塵の発生を軽減するよう努めます。工事作業関係者に隣地への立ち入り禁止の

周知徹底を行い、計画敷地から南側道路へ侵入しないよう対策いたします。 

また、現在施工会社が未定のため、工事施工会社が決定次第、施工会社より粉塵・騒

音対策、工事作業関係者の隣地への立ち入り禁止の防止策をご説明させて頂きます。 

 



 

「被害が生じた場合の補償・修繕対応」 

建設工事や解体工事など様々な工事に隣接する建物などに、被害が発生する場合があ

ります。 

そのような事態に対処するために家屋調査を行います。 

工事前の現状を把握・記録し（事前調査）、工事後にも同様の調査（事後調査）を行

い、変化があったかを確認します。 

変化が確認出来た場合に、補修計画を相談・合意のうえ、対応いたします。 

 

「周辺住民様との合意形成に関して」 

吹田市の条例に基づき、意見書・再意見書の提出や中高層建築物に関する近隣説明の

手続きを適切に踏まえたうえで、合意形成を図ってまいりたいと存じます。 

貴重な御意見誠にありがとうございます。 



変更前 東側道路と南側道路の両方からの車両の出入りをする計画
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参照図面



東側道路のみからの車両の出入りをする計画変更後
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参照図面
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（仮称）吹田市西御旅町Ⅱ新築計画 

見解書 5 

[意見書 5に対する見解] 

①「南側道路の利用・車両の出入り口としての計画への反対」 

南側道路の利用に関する皆様の声を真摯に受け止め、当初の東側道路と南側道路の

両方からの車両の出入りをする計画を、東側道路のみからの車両の出入りをする計

画へと変更させていただきます。（図面参照） 

 

② 「南側バルコニーから社内が見えないように配慮」 

南側バルコニーの手摺を透明の手摺ではなく、ガラスに黒のシートを併せることで 

目線がなるべく透過しないように対応いたします。 

 

③ 「近隣説明や掲載看板での誤りにより不安を与えた件に関しまして」 

近隣様に不安を与えてしまったことを真摯に受け止め、吹田市条例・各種法令に則

した対応を遵守いたします。 

貴重な御意見誠にありがとうございます。 



変更前 東側道路と南側道路の両方からの車両の出入りをする計画
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参照図面



東側道路のみからの車両の出入りをする計画変更後
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参照図面
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